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狭義の招集通知
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証券コード　7976

平成23年３月11日

株　主　各　位
東京都品川区東大井五丁目23番37号

代表取締役社長 数　原　英一郎
　

第136回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
　さて、当社第136回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいます
ようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示いただき、平成23年３月29日（火曜日）午後５時10分までに到着する
ようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日　　時 平成23年３月30日（水曜日）午前10時
２．場　　所 東京都品川区東大井五丁目18番１号
　 　 品川区立総合区民会館（きゅりあん）７階イベントホール

（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）
３．目的事項 　

　報 告 事 項 １．第136期（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

　 　 ２．第136期（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで）計算書類報
告の件

　決 議 事 項 　
　第１号議案 剰余金処分の件
　第２号議案 取締役10名選任の件
　第３号議案 監査役１名選任の件
　第４号議案　取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。
　代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人と
して株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面の提出が必要となり
ますのでご了承ください。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.mpuni.co.jp/）に掲
載させていただきます。
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事業の経過及びその成果、設備投資の状況、事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況、他の会社（外国会社を含む）の事業の譲受けの状況、他の会社（外国会社を含む）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況、吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、資金調達の状況
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（添付書類）

事　業　報　告

(平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで)

１．企業集団の現況　

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで）におけるわが国経

済は、世界経済に穏やかな持ち直し傾向がみられたことや政府の経済対策の効果によ

り、一部回復の兆しがみられるものの、円高や株安の進行の影響もあり景気の自律的

回復には及ばず力強さを欠いた状態で、下振れ懸念を抱えた不安定な状況で推移しま

した。

　当社グループが属する文具業界におきましても、新興国市場では伸びがみられるも

のの厳しい価格競争に晒されております。また、日本を含めた先進国では成熟市場に

おける激しい市場競争が続いており、企業を取り巻く経営環境は引続き厳しいものと

なっております。

　このような状況の中、当社グループは、「 高の品質こそ 大のサービス」を社是

に、高付加価値で高品質な商品の開発・発売を積極的に行ってまいりました。

　ボールペンでは、「なめらかボールペン」という筆記具の中で新たなジャンルを創

造することとなった「JETSTREAM」、シャープペンシルでは、芯が回ってトガり続ける

「KURU TOGA」、シャープ替芯・鉛筆芯では、黒鉛粒子の間にナノダイヤを配合するこ

とで芯の強度を保ちながら「濃い描線」と「なめらかな書き味」を実現した「uni

NanoDia」、自分に合った機能とスタイリングが選べる筆記具「STYLE-FIT(スタイルフ

ィット)」など、いずれも国内のみならず海外の市場でも広く受け入れられる商品を提

供し、成熟した市場にあってもシェアを伸ばすことができました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は521億18百万円（対前年8.0%増）、営業利益は

61億28百万円（対前年92.9%増）、経常利益は62億21百万円（対前年64.1%増）、当期

純利益は37億90百万円（対前年61.0%増）となりました。

　事業部門別の業績を見ますと、筆記具及び筆記具周辺商品事業部門の売上高は、世

界経済の緩やかな回復と小売市場でシェアを伸ばしたことにより、493億49百万円（対

前年8.4%増）となりました。また、その他の事業部門は、需要の一部回復がみられま

したが売上高は、27億68百万円（対前年0.1%減）となりました。
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(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度の当社グループの設備投資の総額は、８億44百万円でした。この設

備投資のほとんど全てが筆記具及び筆記具周辺商品事業に関するものであり、同事業

に関する主な設備投資は、ボールペン及びシャープペンシルの製造設備並びに新製品

開発のための研究開発設備であります。

　その他の事業に関する設備投資につきましては、重要なものはございません。
　

(3) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

　

(4) 他の会社（外国会社を含む）の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

　

(5) 他の会社（外国会社を含む）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分

の状況

　該当事項はありません。

　

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

　

(7) 資金調達の状況

　該当事項はありません。
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(8) 対処すべき課題　

　当社グループは明治20年(1887年)の創業以来、「 高の品質こそ 大のサービス」

を社是に掲げ、常に品質向上と技術革新に努めてまいりました。

　今後とも、高品質で高付加価値を低コストで提供できる商品の研究、開発、販売の

各体制をより一層整え、成熟した先進諸国のみならず価格競争が厳しい新興国市場を

も含めた世界の筆記具市場をリードするメーカーとしてその地位を確立すべく努力し

てまいります。

　また、筆記具で培った技術を応用し、化粧品や炭素材、染色インクなどの新規事業

の開拓にも積極的に取り組んでまいります。

　当社グループは、環境問題についても積極的に取り組んでおり、リサイクル材を使

った製品を数多く発売しております。また、筆記具のインクで培った顔料分散技術を

応用することにより、従来大量の水と熱を必要としていた染色を、水と熱の使用料を

大幅に抑えた「エココンセプト」で染色技術の研究開発に取り組んでおります。今後

とも、あらゆる企業活動を通じて廃棄物の減量と資源のリサイクル、環境にやさしい

製品を開発し、環境保全に努めてまいります。

　さらに、これら事業活動を展開するにあたり、コーポレートガバナンスの体制や、

財務報告の適正性を保つ内部統制を一層整備してまいります。



2011/02/25 13:02:54 ／ 10711033_三菱鉛筆株式会社_招集通知

対処すべき課題、直前三事業年度の財産及び損益の状況等

－ 5 －

(9) 直前３事業年度の財産及び損益の状況等

①　直前３連結会計年度の企業集団の財産及び損益の状況

区　分 第133期
(平成19年12月期)

第134期
(平成20年12月期)

第135期
(平成21年12月期)

第136期
(当連結会計年度)
(平成22年12月期)

売 上 高(百万円) 56,470 53,949 48,278 52,118

営 業 利 益(百万円) 5,604 4,299 3,176 6,128

経 常 利 益(百万円) 5,884 3,805 3,792 6,221

当 期 純 利 益(百万円) 3,715 1,992 2,354 3,790

１株当たり当期純利益(円) 115.69 63.05 75.07 123.93

総 資 産(百万円) 68,762 64,335 61,590 64,287

純 資 産(百万円) 45,299 43,118 43,479 45,562

１ 株 当 た り 純 資 産 額(円) 1,410.26 1,346.91 1,393.59 1,489.50

　

②　直前３事業年度の当社の財産及び損益の状況

区　分 第133期
(平成19年12月期)

第134期
(平成20年12月期)

第135期
(平成21年12月期)

第136期
(当事業年度)

(平成22年12月期)

売 上 高(百万円) 45,061 44,492 37,535 41,541

営 業 利 益(百万円) 3,114 1,942 986 3,798

経 常 利 益(百万円) 3,872 2,211 1,789 4,318

当 期 純 利 益(百万円) 2,387 1,368 1,242 2,579

１株当たり当期純利益(円) 72.20 42.05 38.23 81.18

総 資 産(百万円) 58,691 54,736 51,037 53,431

純 資 産(百万円) 38,030 36,341 35,688 36,851

１ 株 当 た り 純 資 産 額(円) 1,168.49 1,116.69 1,113.70 1,175.89
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(10) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 　 　 社 　 　 名 資 　 本 　 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

山 形 三 菱 鉛 筆 精 工 ㈱ 20百万円 100.0％ 当社仕様製品の製造

三 菱 鉛 筆 東 京 販 売 ㈱ 18
90.4

（30.5）
当社製品の卸売販売

三 菱 鉛 筆 関 西 販 売 ㈱ 15
100.0
（50.0）

当社製品の卸売販売

MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO.,LTD. 3,575千米ドル 100.0 当社仕様製品の製造

（注）　（　）内は間接所有の割合で内数です。
　

(11) 主要な事業内容（平成22年12月31日現在）

①　筆記具及び筆記具周辺商品事業部門

　鉛筆、シャープペンシル、シャープ替芯、油性ボールペン、水性ボールペン、ゲ

ルインクボールペン、サインペン等の筆記具とＯＡ用品、シャープナー、筆入、消

しゴム、修正用品及び化粧品等の筆記具周辺商品の製造及び販売を行っております。

②　その他の事業部門

　粘着テープ、ホビー用品の製造及び販売を行っております。
　
(12) 主要な事業所及び工場（平成22年12月31日現在）

①　当社の主要な事業所及び工場

本社 東京都品川区

横浜事業所 神奈川県横浜市

群馬工場 群馬県藤岡市

山形工場 山形県東置賜郡川西町

②　主要な子会社の事業所

山形三菱鉛筆精工株式会社 東京都品川区

三菱鉛筆東京販売株式会社 東京都墨田区

三菱鉛筆関西販売株式会社 大阪府大阪市

MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO.,LTD. ベトナム　ハノイ
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(13) 使用人の状況（平成22年12月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

筆記具及び筆記具周辺商品事業部門 2,667 (1,249) 名 23名増（106名増）

そ の 他 の 事 業 部 門 103 (155) 名   10名減（　4名増）

合 計 2,770 (1,404) 名 13名増（110名増）

（注）　使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に当連結会計年度中に雇用した人員数の平

均を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

551（163）名 24名減（14名増） 41.2歳 18.3年

（注）　使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に当事業年度中に雇用した人員数の平均を

外数で記載しております。

　

(14) 主要な借入先の状況（平成22年12月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 234百万円

株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 163

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 148

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 93

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 70

中 央 三 井 信 託 銀 行 株 式 会 社 70

（注）　当社は、運転資金の効率的な調達を行うために上記取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締

結しており、その総額は12,000百万円です。また、この契約に基づく借入実行残高は780百万円で

す。（各借入先ごとの金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。）

　

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の株式の状況（平成22年12月31日現在）

(1) 発行済株式総数 33,143,146株

　 　

(2) 株主数 4,185名

　

(3) 大株主（上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数
発行済株式総数に対す
る所有株式数の割合

三 菱 鉛 筆 取 引 先 持 株 会 15,991百株 5.10％

株 式 会 社 横 浜 銀 行 15,648 4.99

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口) 15,028 4.79

株式会社みずほコーポレート銀行 13,500 4.30

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 12,668 4.04

大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 11,720 3.73

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 9,515 3.03

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 9,515 3.03

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 9,510 3.03

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 8,997 2.87

（注）　上記のほか、当社は自己株式を18,040百株保有しております。また、上記「発行済株式総数に対

する所有株式数の割合」は、発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除して算出して

おります。

　

(4) その他会社の株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等の状況

(1) 当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況

　該当事項はありません。

　

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

　

(3) その他会社の新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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４．会社の役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成22年12月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 社 長
（代 表 取 締 役）

数 　 原 　 英 一 郎
山形三菱鉛筆精工株式会社 代表取締役社長
MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役

専 務 取 締 役 数 原 徹 郎 　

常 務 取 締 役 本 山 幸 利 生産担当

常 務 取 締 役 中 村 文 俊
人事・総務担当兼コンプライアンス担当
兼年金担当兼全社品質担当

取 締 役 横 石 　 浩 海外営業部長

取 締 役 根 本 和 夫 国内営業部長

取 締 役 桜 井 清 和 技術担当兼工業所有権担当兼化粧品事業担当

取 締 役 永 澤 宣 之 財務・法務・システム担当兼内部統制担当

取 締 役 深 井 　 明 生産統括部長　

取 締 役 矢 作 恒 雄
慶應義塾大学 名誉教授
尚美学園大学大学院 教授　
スルガ銀行株式会社 社外取締役　

常 勤 監 査 役 安 藤 陽 一 　

常 勤 監 査 役 小 倉 紀 郎 　

監 査 役 津 村 和 孝 新興プランテック株式会社 社外監査役　

監 査 役 松 本 　 傳
品川リフラクトリーズ株式会社 社外監査役
株式会社日本証券クリアリング機構 社外監査役

（注）１．当事業年度中における取締役及び監査役の会社における地位、担当及び重要な兼職の状況の変
更は次のとおりであります。

　　　　(1)取締役中村文俊氏は、平成22年３月26日付で取締役人事・総務担当兼コンプライアンス担当兼
年金担当から常務取締役人事・総務担当兼コンプライアンス担当兼年金担当兼全社品質担当に
地位及び担当が変更となりました。

　　　　(2)取締役永澤宣之氏は、平成22年４月１日付で財務・法務・システム担当から財務・法務・シス
テム担当兼内部統制担当に担当変更となりました。

　　　　(3)取締役深井明氏は、平成22年４月１日付で生産統括部長兼横浜事業所長から生産統括部長に担
当変更となりました。

　　　　(4)監査役小倉紀郎氏は、平成22年３月26日開催の第135回定時株主総会終結の時をもって取締役
全社品質担当を退任いたしました。

　　　　(5)監査役津村和孝氏は、株式会社横浜銀行常勤監査役を兼職しておりましたが、平成22年６月22
日開催の株式会社横浜銀行第149期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

２．取締役のうち矢作恒雄氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、当社は同氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．監査役のうち津村和孝氏及び松本 傳氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。



2011/02/25 13:02:54 ／ 10711033_三菱鉛筆株式会社_招集通知

会社の役員の状況

－ 11 －

４．監査役松本 傳氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しております。

　

(2) 当事業年度中に辞任又は解任により退任した取締役及び監査役

　辞任又は解任により退任した取締役及び監査役はおりません。

　

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役 12名 308百万円

監 査 役 5名 50百万円

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

17名
（3名）

358百万円
（15百万円）

（注）１．役員の報酬限度額は、平成20年３月27日開催の第133回定時株主総会において、一事業年度当た

りの金銭報酬に関する支給限度額を、取締役の報酬等の額として400百万円以内（ただし使用人

兼務取締役の使用人分の給与は含まない）、監査役の報酬等の額として60百万円以内と決議い

ただいております。

２．上記の報酬等の額には、当事業年度の職務執行に係る役員退職慰労引当金として引き当てた金

額89百万円（取締役12名に対する金額79百万円、監査役５名に対する金額10百万円、うち社外

役員３名に対する金額２百万円）が含まれております。

３．上記報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

４．平成22年３月26日開催の第135回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した

取締役２名に対し45百万円、また監査役１名に対し16百万円を役員退職慰労金として支払いま

した。各々の役員退職慰労金の額には、上記表中の「報酬等の額」及び過年度の事業報告にお

いて役員の報酬等の額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額、取締役分32百万円、監査役分13

百万円が含まれております。

　

(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　　取締役矢作恒雄氏は、平成22年12月31日現在、慶應義塾大学名誉教授及び尚美学

園大学大学院教授並びにスルガ銀行株式会社社外取締役を兼職しております。なお、

当社とこれらの法人等との間に特段の関係はありません。　

　監査役津村和孝氏は、平成22年12月31日現在、新興プランテック株式会社社外監

査役を兼職しております。なお、当社と新興プランテック株式会社との間に特段の

関係はありません。また、同氏は株式会社横浜銀行常勤監査役を兼職しておりまし
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たが、平成22年６月22日開催の株式会社横浜銀行第149期定時株主総会終結の時をも

って退任いたしました。株式会社横浜銀行は当社の大株主であり、当社は株式会社

横浜銀行との間に借入金等の取引関係があります。

　監査役松本　傳氏は、平成22年12月31日現在、品川リフラクトリーズ株式会社　

社外監査役及び株式会社日本証券クリアリング機構社外監査役を兼職しております。

なお、当社とこれらの法人との間に特段の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

　 活 動 状 況

社外取締役 矢 作 恒 雄

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、必

要に応じ、経営政策・経営戦略の専門家の立場から取締役会の

意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っ

ております。

社外監査役 津 村 和 孝

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、監

査役会12回のうち12回に出席しております。取締役会では、主

に金融機関における豊富な経験に基づいた視点から、取締役の

意思決定の適法性・妥当性を確保するための発言を行っており

ます。また、監査役会では、監査役相互の意思の内容や根拠を

検討し、積極的に発言しております。

社外監査役 松 本 　 傳

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、監

査役会12回のうち12回に出席しております。取締役会では、必

要に応じ、財務会計の専門家の立場から取締役の意思決定の適

法性・妥当性を確保するための発言を行っております。また、

監査役会では、監査役相互の意思の内容や根拠を検討し、積極

的に発言を行っております。

③　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損

害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は、社外取締役については５百万円又は法令が定める限度額の

いずれか高い額、また社外監査役については１百万円又は法令が定める限度額のい

ずれか高い額としております。　
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５．会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任 あずさ監査法人

(注)あずさ監査法人は、監査法人の種類変更により平成22年７月１日付で
　「有限責任 あずさ監査法人」に名称変更しました。

　

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 58百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額

58百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年

度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の海外子会社数社は、当社の会計監査人とは別の監査法人の監査を受けております。

　

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号の解任事由に該当すると判断した

場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人の解任を決定いたします。

また、取締役会は、会計監査人が当社の監査業務に重大な支障をきたし、職務を適切

に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の請求又は同意により、会計

監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
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６．会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、平成22年11月25日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するため

の体制について、以下の基本方針を決議しております。　

①　取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

イ．取締役会は、三菱鉛筆グループ全体の取締役・監査役・使用人が法令・定款の

みならず社会規範や企業倫理を遵守するための指針として「三菱鉛筆グループ企

業行動憲章」を制定し、その周知徹底を図る。

ロ．取締役会は、職務執行が法令・定款・社会規範・企業倫理に適合すること（以

下、「コンプライアンス」という。）を確保するための体制の統括責任者として

コンプライアンス担当取締役を選定する。コンプライアンス担当取締役は、取締

役・監査役・使用人に対するコンプライアンス体制の充実に有効な教育プログラ

ムの企画立案、実行を担当する。

ハ．取締役会は、代表取締役及びその他の取締役が行う業務の妥当性を監督する。

また、業務執行に関与しない社外取締役は、取締役会への出席その他の機会によ

り、取締役の職務執行に対する監督を行う。これらの体制によって経営監視機能

の強化や透明性の確保に努める。

ニ．常勤監査役は、コンプライアンス担当取締役と連携の上、コンプライアンスの

状況を監査する。これらの活動は取締役会及び監査役会に適宜報告される。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　各取締役は、適切に職務を執行するために必要な、重要な契約書、議事録、法定

帳票やその他の情報を記載した文書又は電磁的媒体（以下、「文書等」という。）

を適切に作成、保存、管理する体制を構築し、取締役又は監査役がこれらの文書等

を適時に閲覧できる状態を確保する。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．取締役会は、業務執行部門ごとに担当取締役を選定するとともに、事業運営に

おける損失の危険を排除、予防するために必要な社内規則を定める。各担当取締

役は、日常の業務遂行における損失の危険を評価し、必要な予防措置を講じる。

損失の危険が当社の業績に重大な影響を及ぼすおそれが生じる場合には、担当取

締役は速やかに代表取締役に報告し、代表取締役は緊急の取締役会を開催して早

急にその対応を行う。

ロ．損失の危険の要因が複数部門にわたる場合には、取締役会は、関連各部署の委

員による委員会を設置し、部門横断的に適切な損失予防策の立案、実行を命じる。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基

礎として、定時取締役会及び定時経営会議をそれぞれ原則毎月１回以上開催する

ほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催して迅速かつ適切な意思決定を行う。

ロ．当社は、取締役、監査役、部長職以上の使用人で構成される部長会を毎月１回

開催し、会社方針の伝達、課題認識の共有、各部門からの月次報告による状況把

握を行う。

⑤　当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．当社は、子会社及び関連会社（以下、「子会社等」という。）の取締役又は監

査役として当社の取締役又は監査役、使用人を 低１名各社に派遣する。当該取

締役は子会社等の取締役の職務執行を監督・監視し、当該監査役は当社の監査役

と連携して子会社等の業務執行状況を監査する。

ロ．子会社等の経営は、子会社等の責任者の自主性を尊重する。子会社等の責任者

は、当該子会社等を担当する取締役及び財務担当取締役に事業内容及び業績につ

いて定期的な報告を行い、重要事項については事前協議を行う。

ハ．当社の監査役は、子会社等の定期的な監査を実施し、必要に応じて当社の監査

役会に諮り、当社グループ全体として適切な連携を図る。
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⑥　監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　当社は、企業規模等を勘案し、監査役の職務を補助すべき使用人を当面配置しな

いが、監査役から求められた場合には、監査役と協議の上合理的な範囲でこれを配

置する。また、当該使用人の任命、異動等人事権にかかる事項の決定については、

事前に監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を確保する。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関す

る体制

　各担当取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社

グループ全体の業績に重大な影響を及ぼす事項等を速やかに報告する。また、監査

役はいつでも必要に応じて、取締役又は使用人に対して報告を求めることができる。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、代表取締役と適宜意見の交換等を行う。また、監査役会は、監査の着

眼点、業務の適否の判断基準等を監査基準として定め、監査の実効性を確保する。

⑨　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備の状況

イ．当会社及び子会社等は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、

団体との対決を貫徹する。

ロ．当会社及び子会社等は、各事業所を管轄する警察の指導を受け、情報連携を図

ることによって、次の事項を取締役・監査役・使用人に対して徹底する。

１．総会屋及び暴力団等による一切の金品等の要求には応じない。

２．株主の権利の行使に関し、反社会的勢力はもとより何人に対しても財産上の

利益を供与しない。

３．警察当局との緊密な連携のもと、企業から総会屋及び暴力団等の特殊暴力を

排除する。

ハ．必要に応じて取締役又は使用人が研修会に参加し、悪質な特殊暴力への対応に

備える。
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(2) 会社の支配に関する基本方針

①　基本方針の内容　

  　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源

泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、

向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。そして、当社

の企業価値の向上は、お客様が求める 高品質の筆記具を市場に提供すると共に、

筆記具事業で培った技術を応用して新規事業を開拓し、その双方を結びつけ一体的

な経営を行うことによって実現されるものであると考えています。

　　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は 終的

には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社株式

について大量買付けがなされた場合、それが当社の企業価値並びに株主共同の利益

の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。しかし

ながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利

益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれ

があるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討

し、あるいは対象会社の取締役会が株主に対して代替案を提案するための十分な時

間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件を

もたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付けの対象となる会社

の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　　当社株式の大量買付けを行う者が、当社グループの財務及び事業の内容を理解す

るのは勿論のこと、上記の当社の企業価値の源泉を理解した上で、かかる企業価値

の源泉を中長期的に確保し、向上させることができなければ、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような当社の企業

価値・株主共同の利益を毀損する当社株式の大量買付けを行う者は、当社の財務及

び事業の方針を決定する者として不適切であり、このような者による当社株式の大

量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
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②基本方針の実現に資する取り組み

　　当社は、基本方針の実現に資する取り組みとして以下の施策を実施しております。

イ．中期３ヵ年経営計画のスタート

　　当社は、平成22年１月より｢グループ資源の 適配分による競争力の再強化｣を

基本方針とする平成24年までの中期３ヵ年経営計画をスタートさせました。その

重点方針として「筆記具事業の強化」、「既存オペレーションの効率化」、「新

規事業と新規分野開拓の強化」、「学習する組織と人材の育成」の４つを掲げ、

企業価値向上に取り組んでおります。

ロ．コーポレート・ガバナンスの強化

　　当社は、透明性の高い公正な経営を実現すべく、取締役の任期を１年とし、か

つ社外取締役を選任することにより経営に対する監視機能の強化を図っておりま

す。また、監査役につきましては、社外監査役２名を含む４名により監査役会を

構成し、取締役の職務執行の監査を行っております。当社は、このように、社外

取締役と社外監査役による当社経営に対する監督・監視機能の充実を図り、コー

ポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取り組み

　　当社は、平成22年３月26日開催の第135回定時株主総会において、従前の当社株式

の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部を改定したうえで継続する

ことを株主の皆様にご承認いただきました（以下、改定後の当社株式の大規模買付

行為に関する対応策（買収防衛策）を「本プラン」といいます）。

　　本プランは、当社株式の大規模買付行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な

判断をするために必要かつ十分な情報や時間を確保するとともに、買収者との交渉

の機会を確保すること等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・

向上させることを目的としております。

　　本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に

事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めており

ます。買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会又は当社株主総会にお
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いて本プランを発動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券

等の大量買付けを行うことができるものとされています。

　　買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付けが

当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定

の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認め

られないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予

約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全

ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。

　　当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の

判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外

取締役等のみから構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものと

しつつ、取締役会においても慎重な判断を行うものとしております。また、当社取

締役会は、これに加えて、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、株主総会を

開催し、新株予約権の無償割当てその他法令及び当社定款において認められる対抗

措置の実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。

　　なお、本プランの有効期間は、第135回定時株主総会終結後３年以内に終了する事

業年度のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。

④具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　　当社の中期３ヵ年経営計画をはじめとする企業価値向上のための取組みやコーポ

レート・ガバナンスの強化といった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を

継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、ま

さに基本方針の実現に資するものです。従って、これらの各施策は、基本方針に沿

い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を

目的とするものではありません。

　　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための

枠組みであり、同じく基本方針に沿うものです。また、本プランは経済産業省及び

法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を全て充足していること、本プ
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ランは、第135回定時株主総会において株主の皆様の承認を得たうえ更新されたもの

であること、当社の業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役等のみから構成

される独立委員会が設置されており、本プランの発動に際しては独立委員会による

勧告を経ることが必要とされていること、本プランの内容として発動に関する合理

的かつ客観的な要件が設定されていること、有効期間が約３年間と定められた上、

株主総会又は取締役会によりいつでも廃止できるとされていること、さらに、当社

取締役の任期は１年とされていること等により、その公正性・客観性が担保されて

おり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではありません。

　

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元として、安定的な収益を基盤とした安定配当

を継続することを、剰余金配分の基本方針としております。また、内部留保資金につ

きましては、収益力・競争力の強化並びに新市場・新規事業への取り組みを目的とし

て、研究開発、設備投資並びに流通整備強化の投資に充ててゆく所存であります。従

いまして、株主の皆様に対する配当につきましては再投資のための資金確保と安定的

な配当継続を念頭におきながら財政状況、収益レベル、配当性向等を総合的に勘案す

ることとしております。

　なお、剰余金の配当は、原則として中間配当及び期末配当の年２回ですが、期末配

当につきましては、株主の皆様のご意向を直接伺う機会を確保するため、当事業年度

より株主総会に諮り決定することといたしました。

　また、自己株式の取得につきましては、当社の財務状況や株価の推移等も勘案しつ

つ、利益還元策のひとつとして適切に判断してまいります。
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７．その他会社の現況に関する重要な事項

製品別売上高

当社単体の製品別売上高とその構成比は次のとおりであります。

製 品 別 売 上 高 構 成 比 主 要 製 品 名

　 百万円 ％ 　

鉛 筆 3,500 8.4 鉛筆、色鉛筆

シャープペンシル 4,770 11.5 シャープペンシル、シャープ替芯

ボ ー ル ペ ン 20,296 48.9 ゲルインクボールペン、水性ボールペン、
油性ボールペン

サ イ ン ペ ン 6,310 15.2 水性サインペン、油性マーカー、
筆ペン

筆 記 具 計 34,877 84.0 　

Ｏ Ａ 用 品 1,196 2.9 ＯＡ用品、ファイル

机 上 用 品 942 2.2 事務用品、学用品

そ の 他 4,524 10.9 化粧品、炭素材（カーボン）、印章

非 筆 記 具 計 6,664 16.0 　

合 計 41,541 100.0 　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 
　



（注）本事業報告における金額は、表示単位未満をそれぞれ切り捨てて表示しております。　
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成2 2年1 2月3 1日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） (百万円) （負債の部） (百万円)

流　動　資　産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固　定　資　産

有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

42,488

18,038

12,961

9,794

824

998

△129

21,799

12,439

4,495

2,562

4,421

222

736

141

9,217

6,757

206

1,167

1,087

△0

流　動　負　債 14,222

支払手形及び買掛金 7,677

短 期 借 入 金 1,356

未 払 法 人 税 等 1,433

賞 与 引 当 金 420

返 品 引 当 金 52

未 払 金 1,780

そ の 他 1,502

固　定　負　債 4,502

長 期 借 入 金 32

繰 延 税 金 負 債 748

退 職 給 付 引 当 金 2,696

役員退職慰労引当金 642

環 境 対 策 引 当 金 29

負 の の れ ん 213

そ の 他 139

負 債 合 計 18,724

（純資産の部） 　

株 主 資 本 44,434

資 本 金 4,497

資 本 剰 余 金 3,614

利 益 剰 余 金 39,276

自 己 株 式 △2,955

評価・換算差額等 524

その他有価証券評価差額金 1,551

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 9

為 替 換 算 調 整 勘 定 △1,035

少数株主持分 603

純 資 産 合 計 45,562

資 産 合 計 64,287 負 債 純 資 産 合 計 64,287

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで)

科 目 金 額

　 　 (百万円)

売 上 高 　 52,118

売 上 原 価 　 28,279

売 上 総 利 益 　 23,838

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 17,709

営 業 利 益 　 6,128

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 14 　
受 取 配 当 金 165 　
受 取 地 代 家 賃 146 　
負 の の れ ん 償 却 額 65 　
そ の 他 134 527

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 23 　
為 替 差 損 263 　
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 14 　
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 62 　
そ の 他 70 434

経 常 利 益 　 6,221

特 別 利 益 　 　

固 定 資 産 売 却 益 10 　
連 結 子 会 社 所 有 の 親 会 社 株 式 売 却 益 1 　
投 資 有 価 証 券 売 却 益 19 　
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 26 　
過 年 度 租 税 公 課 38 　
受 取 補 償 金 27 124

特 別 損 失 　 　

固 定 資 産 除 売 却 損 79 　
減 損 損 失 82 　
投 資 有 価 証 券 売 却 損 11 　
投 資 有 価 証 券 評 価 損 385 　
環 境 対 策 引 当 金 繰 入 額 29 　
役 員 退 職 慰 労 金 25 613

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 　 5,732

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,994 　
法 人 税 等 調 整 額 △211 1,782

少 数 株 主 利 益 　 159

当 期 純 利 益 　 3,790
　 　 　

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで)

（単位：百万円）

　
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

前 連 結 会 計 年 度 末 残 高 4,497 3,582 36,131 △2,020 42,191

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 　 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 　 　 △644 　 △644

当 期 純 利 益 　 　 3,790 　 3,790

自 己 株 式 の 処 分 　 32  32 64

自 己 株 式 の 取 得 　   △977 △977

関係会社所有の親会社株式の持分変動 　 　 　 10 10

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

　 　 　 　 　

当連結会計年度変動額合計 - 32 3,145 △935 2,242

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 4,497 3,614 39,276 △2,955 44,434

　

評 価 ・ 換 算 差 額 等
少 数 株 主
持 分

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

前 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,337 △7 △541 788 499 43,479

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 　 　 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 　 △644

当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 3,790

自 己 株 式 の 処 分 　 　 　 　 　 64

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 　 　 △977

関係会社所有の親会社株式の持分変動 　 　 　 　 　 10

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

213 16 △493 △263 104 △159

当連結会計年度変動額合計 213 16 △493 △263 104 2,083

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,551 9 △1,035 524 603 45,562

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数 39社

主要な連結子会社の名称 山形三菱鉛筆精工株式会社

　 三菱鉛筆東京販売株式会社

　 三菱鉛筆関西販売株式会社

　 MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO.,LTD.

　 なお、新規設立した三菱鉛筆貿易（上海）有限公司を

新たに連結の範囲に含めております。

②　非連結子会社の数 ３社

主要な非連結子会社の名称 株式会社新菱

③　非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由

非連結子会社３社は、総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、連結の範囲から除外しても合理的判断を誤

らせない程度に小規模であると認められるので、連結

の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法適用会社の数 ３社

主要な持分法適用会社の名称 三菱鉛筆中部販売株式会社

②　持分法を適用しない非連結子会社の数 ３社

③　非連結子会社に持分法を適用しない理

由

持分法を適用していない非連結子会社３社は、それぞ

れ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から

除外しております。

(3) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券　　時価のあるもの　連結決算日の市場価格等に基づく時価法

　 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

　　　　　　　　　時価のないもの　移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ 時価法

ハ．たな卸資産 主として、総平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産 当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は定額法

　　　　　（リース資産を除く）　 ただし、当社及び国内連結子会社は、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用し

ております。なお、当社及び国内連結子会社の耐用年数及び残存

価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって

おります。

ロ．無形固定資産 定額法

　　　　　（リース資産を除く）　 ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ．リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年12月31日以前のリース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため､支給見込額に基

づき計上しております。

ハ．返品引当金 販売済製品の返品による損失に備えるため、売上高及び過去の発

生状況から必要額を見積って計上しております。

ニ．退職給付引当金 当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を

計上しております。なお、数理計算上の差異については、各連結

会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10

年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理する方法を採用しております。過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）

による定額法により費用処理する方法を採用しております。

（会計処理方法の変更）

当連結会計年度より「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）」（企業会計基準第19号　平成20年７月31日）を適用して

おります。

これに伴う損益に与える影響はありません。　

ホ．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。

ヘ．環境対策引当金 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措

置法」によって処理することが義務付けられているPCB廃棄物の処

理に備えるため、その処理費用見込額を計上しております。
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　④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。なお、在外子会社の資産、負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、外貨換算差額は、「純資産の部」の

「評価・換算差額等」の「為替換算調整勘定」並びに「少数株主持分」に含めて計上しておりま

す。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約が付されて

いる外貨建営業債権債務等については振当処理を採用しておりま

す。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　為替予約取引

　 ヘッジ対象　外貨建営業債権債務及び外貨建予定取引

ハ．ヘッジ方針 為替予約は、通常の取引の範囲内で、外貨建営業債権債務等に係

る将来の為替レート変動リスクを回避する目的で包括的な為替予

約取引を行っております。為替予約取引は、通常の外貨建営業取

引に係る輸出実績等を踏まえ、必要な範囲で実施しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引については、取引時に重要な条件の同一性を確認し

ているため、有効性の評価を省略しております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりま

す。

⑦　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

⑧　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却については、５年以内の期間の均等償却を行っております。ただし、

少額の場合は、これが生じた連結会計年度中に全額償却しております。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産並びに担保付債務

　 担保資産 　　

　 建物及び構築物 7百万円

　 土地 33　

　 その他 16　

　 合計 57　

　 担保付債務 　　

　 短期借入金 118百万円

　 長期借入金 11　

　 合計 129　

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 36,413百万円

(3) 債務保証 　  
（単位：百万円）

被 保 証 者 債務残高 保 証 債 務 の 内 容
三菱鉛筆販売協同組合 500 金 融 機 関 か ら の 借 入 に 対 す る 債 務 保 証 額
従 業 員 住 宅 ロ ー ン 等 63 従 業 員 住 宅 ロ ー ン 等 に 対 す る 債 務 保 証 額
そ の 他 0 そ の 他

計 564 　

(4) 受取手形（輸出手形を含む）割引高 246百万円

(5) 期末日満期手形

　当期末日は銀行休業日でありましたが、期末日満期手形については満期日に決済が行われたものと

して処理しております。これにより期末残高から除かれている期末日満期手形は次のとおりでありま

す。

受取手形 95百万円

支払手形 28

(6) 貸出コミットメント契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

　 貸出コミットメントの総額 12,000百万円

　 借入実行残高 780　

　 差引額 11,220　
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の数

普通株式 33,143,146株

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

　平成22年２月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

①　配当金の総額 352百万円

②　１株当たり配当額 11円

③　基準日 平成21年12月31日

④　効力発生日 平成22年３月29日

　平成22年７月29日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

①　配当金の総額 320百万円

②　１株当たり配当額 10円

③　基準日 平成22年６月30日

④　効力発生日 平成22年９月８日

(3) 当連結会計年度末日以降に行う剰余金の配当に関する事項

　平成23年３月30日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお

り提案しております。

普通株式の配当に関する事項

①　配当金の総額 438百万円

②　配当の原資 利益剰余金

③　１株当たり配当額 14円

④　基準日 平成22年12月31日

⑤　効力発生日 平成23年３月31日　

(4) その他

　平成22年７月29日開催の取締役会において、会社法第165条第３項により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づく自己株式の取得の決議を行い、700,000株を市場から取得しました。
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４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは資金運用については安全性の高い金融商品で運用し、また、資金調達については銀

行借入によっております。デリバティブ取引については、後述するリスクを軽減するために、実需の

範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクに関しては、

取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制

としております。また海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに

晒されておりますが、一部の外貨建ての売掛金については為替予約を利用してヘッジしております。

　投資有価証券である株式及び債券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変

動リスクに晒されております。債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは

僅少であります。

　営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、１年以内の支払期日であります。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為

替予約取引であります。デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金融機関であるため、相手先の

契約不履行による信用リスクは、僅少であると判断しております。

　営業債務及び未払金は流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金計画を作成・更新するとと

もに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成22年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

　　                                                                      （単位：百万円）

　
連結貸借対照表
　計上額 (*1)

時価 (*1) 差額

①現金及び預金 18,038 18,038 －　
②受取手形及び売掛金 12,961 12,961 －　
③投資有価証券 その他有価証券 6,478 6,478 －　

資産計 37,478 37,478 －　
④支払手形及び買掛金 (7,677) (7,677) －　
⑤未払金 (1,780) (1,780) －　

負債計 (9,457) (9,457) －　
⑥デリバティブ取引(*2) 11 11 －　

　（*1）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

　（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

　　　　となる項目については、（　）で表示しております。　

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

③投資有価証券

　投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金

融機関から提示された価格によっております。
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④支払手形及び買掛金、⑤未払金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

⑥デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。なお、振当処理の要

件を満たしている為替予約につきましては、振当処理されている売掛金と一体として処理されている

ため、その時価は当該売掛金に含めて注記しております（上記(*2)参照）。

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                              　　（単位：百万円）
区　分 連結貸借対照表計上額

　非上場株式 271　
　投資事業有限責任組合への出資　 7　

合　計　 278　

　これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、

時価を把握することが極めて困難と認められることから「③投資有価証券」には含めておりません。

（追加情報）

　当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）

を適用しております。
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５．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を

含む）を有しております。平成22年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は114百万円

（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）、減損損失は２百万円（特別損失に計上）

であります。

　また当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は次のとおりであ

ります。　

（単位：百万円）

　 連結貸借対照表計上額 　 当連結会計年度末の
前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 時価

　1,957 △12 1,945 6,339

(注１)連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であ

ります。

(注２)当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額を

記載しております。

（追加情報）

　当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号　平

成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第23号　平成20年11月28日）を適用しております。　

　

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,489.50円

(2) １株当たり当期純利益 123.93円

　

７．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

　

８．その他の注記

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成23年２月15日　

　三 菱 鉛 筆 株 式 会 社 　

　 取締役会　御中 　

　 有 限 責 任  あ ず さ 監 査 法 人 　

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 落 合 　 操 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 植 草 　 寛 

　

　

　
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、三菱鉛筆株式会社の平成22年１月１日から平成

22年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、三菱鉛筆株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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貸　借　対　照　表
（平成2 2年1 2月3 1日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部）

流　動　資　産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

短 期 貸 付 金

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固　定　資　産

有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

(百万円)

32,168

10,768

275

11,799

6,062

509

2,225

136

358

105

△73

21,262

10,542

3,777

266

1,757

6

646

3,887

199

115

67

48

10,604

6,627

2,095

158

70

1,123

530

△1

（負債の部） (百万円)

流　動　負　債 12,870

支 払 手 形 708

買 掛 金 7,521

短 期 借 入 金 780

未 払 金 1,470

未 払 費 用 637

未 払 法 人 税 等 1,124

賞 与 引 当 金 263

返 品 引 当 金 57

そ の 他 309

固　定　負　債 3,709

繰 延 税 金 負 債 729

退 職 給 付 引 当 金 2,290

役員退職慰労引当金 620

環 境 対 策 引 当 金 29

そ の 他 39

負 債 合 計 16,580

（純資産の部） 　

株 主 資 本 35,281

資 本 金 4,497

資 本 剰 余 金 3,582

資 本 準 備 金 3,582

そ の 他 資 本 剰 余 金 0

利 益 剰 余 金 29,437

利 益 準 備 金 824

そ の 他 利 益 剰 余 金 28,613

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 412

別 途 積 立 金 25,085

繰 越 利 益 剰 余 金 3,115

自 己 株 式 △2,235

評価・換算差額等 1,569

その他有価証券評価差額金 1,560

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 9

純 資 産 合 計 36,851

資 産 合 計 53,431 負 債 純 資 産 合 計 53,431

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで)

科 目 金 額

　 　 (百万円)

売 上 高 　 41,541

売 上 原 価 　 26,444

売 上 総 利 益 　 15,097

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 11,299

営 業 利 益 　 3,798

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 及 び 配 当 金 283 　

そ の 他 474 758

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 6 　

そ の 他 231 238

経 常 利 益 　 4,318

特 別 利 益 　 　

投 資 有 価 証 券 売 却 益 19 　
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 24 　
過 年 度 租 税 公 課 30 74

特 別 損 失 　 　

固 定 資 産 除 売 却 損 71 　
減 損 損 失 80 　

投 資 有 価 証 券 売 却 損 11 　
投 資 有 価 証 券 評 価 損 385 　
関 係 会 社 支 援 損 36 　
環 境 対 策 引 当 金 繰 入 額 29 614

税 引 前 当 期 純 利 益 　 3,778

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,369 　

法 人 税 等 調 整 額 △170 1,199

当 期 純 利 益 　 2,579
　 　 　

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成22年１月１日から
平成22年12月31日まで)

（単位：百万円）

　

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株 主
資本合計資 本

準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余
金 合 計

利 益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余
金 合 計特別償却

積 立 金

固定資産
圧縮積立
金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

前事業年度末残高 4,497 3,582 － 3,582 824 3 412 24,585 1,704 27,530 △1,258 34,351

当事業年度変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

特 別 償 却
積 立 金 の 取 崩

　 　 　 　 　 △3 　 　 3 - 　 -

別 途 積 立 金 の 積 立 　 　 　 　 　 　 　 500 △500 - 　 -

剰余金の配当 　 　 　 　 　 　 　 　 △672 △672 　 △672

当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 　 　 　 2,579 2,579 　 2,579

自己株式の処分 　 　 0 0 　 　 　 　 　 　 0 0

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 △977 △977

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

当事業年度変動額合計 - - 0 0 - △3 - 500 1,410 1,906 △976 929

当事業年度末残高 4,497 3,582 0 3,582 824 － 412 25,085 3,115 29,437 △2,235 35,281

　
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評価・換算差額等合計

前事業年度末残高 1,343 △7 1,336 35,688

当事業年度変動額 　 　 　 　

特 別 償 却
積 立 金 の 取 崩

　 　 　 -

別 途 積 立 金 の 積 立 　 　 　 -

剰余金の配当 　 　 　 △672

当 期 純 利 益 　 　 　 2,579

自己株式の処分 　 　 　 0

自己株式の取得 　 　 　 △977

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

216 16 233 233

当事業年度変動額合計 216 16 233 1,162

当事業年度末残高 1,560 9 1,569 36,851

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

イ．子会社株式及び関連

会社株式

移動平均法による原価法

ロ．その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

②　デリバティブ 時価法

③　たな卸資産

イ．製品・原材料及び仕掛品

　

ロ．貯蔵品　

　

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）　

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産 定率法

　　　　（リース資産を除く） ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

については定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

②　無形固定資産

　　（リース資産を除く）

定額法

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しております。　

③　リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産　

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年12月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

③　返品引当金 販売済製品の返品による損失に備えるため、売上高及び過去の発生状

況から必要額を見積って計上しております。
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④　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している

と認められる額を計上しております。なお、数理計算上の差異につい

ては、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年

数（10年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用

処理する方法を採用しております。過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額

法により費用処理する方法を採用しております。

（会計処理方法の変更）

当事業年度より「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号　平成20年７月31日）を適用しております。

これに伴う損益に与える影響はありません。

⑤　役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

　⑥　環境対策引当金 　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置

　法」によって処理することが義務付けられているPCB廃棄物の処理に

　備えるため、その処理費用見込額を計上しております。

(4) ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約が付されている

外貨建金銭債権等については振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約取引

ヘッジ対象 外貨建金銭債権及び外貨建予定取引

③　ヘッジ方針 為替予約は、通常の取引の範囲内で、外貨建金銭債権等に係る将来の

為替レート変動リスクを回避する目的で包括的な為替予約取引を行っ

ております。為替予約取引は、通常の外貨建金銭取引に係る輸出実績

等を踏まえ、必要な範囲で実施しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引については、取引時に重要な条件の同一性を確認してい

るため、有効性の評価を省略しております。

(5) その他重要な会計方針に係る事項

消費税等の処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) たな卸資産の内訳

　　商品及び製品

　　仕掛品

　　原材料及び貯蔵品

　

3,467百万円

1,161

1,433

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 31,579百万円

(3) 債務保証
（単位：百万円）

被 保 証 者 債務残高 保 証 債 務 の 内 容

三 菱 鉛 筆 販 売 協 同 組 合 500 金融機関からの借入に対する債務保証額

MITSUBISHI PENCIL KOREA SALES CO.,LTD. 443 為 替 予 約 に 対 す る 債 務 保 証 額

ユ ニ ポ リ マ ー 株 式 会 社 140 金融機関からの借入等に対する債務保証額

株 式 会 社 ユ ニ 97 金融機関からの借入等に対する債務保証額

従 業 員 住 宅 ロ ー ン 等 63 従業員住宅ローン等に対する債務保証額

山 形 三 菱 鉛 筆 精 工 株 式 会 社 59 金融機関からの借入等に対する債務保証額

そ の 他 ５ 件 55 金融機関からの借入等に対する債務保証額

計 1,359 　

(4) 受取手形（輸出手形を含む）割引高 243百万円

(5) 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短期金銭債権 9,679百万円

長期金銭債権 275

短期金銭債務 2,140

(6) 期末日満期手形

当期末日は銀行休業日でありましたが、期末日満期手形については満期日に決済が行われたものと

して処理しております。これにより期末残高から除かれている期末日満期手形は次のとおりであり

ます。

受取手形 12百万円

(7) 貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

　 貸出コミットメントの総額 12,000百万円

　 借入実行残高 780　

　 差引額 11,220　

　

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高　 　

　売上高 24,528百万円

　仕入高 8,256

営業取引以外の取引高 537
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 1,804,086株

　　　なお、平成22年７月29日開催の取締役会において、会社法第165条第３項により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づく自己株式の取得の決議を行い、700,000株を市場から取得しました。

　

５．税効果会計に関する注記

　　繰延税金資産

　 退職給付引当金 472百万円

　 貸倒引当金損金算入限度超過額 23　

　 役員退職慰労引当金 251　

　 賞与引当金 106　

　 たな卸資産評価損否認 117　

　 特定外国子会社留保金 86　

　 その他 283　

　 繰延税金資産　小計 1,341　

　 評価性引当額 △212　

　 繰延税金資産　合計 1,129　

　　繰延税金負債

　 その他有価証券評価差額金 △1,062　

　 固定資産圧縮積立金 △280　

　   その他　 △6　

　 繰延税金負債　合計 △1,348　

　 繰延税金資産（負債）の純額　 △219　

　

６．リースにより使用する固定資産に関する注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
(単位：百万円）

　 取 得 価 額 相 当 額 減価償却累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額

車 両 運 搬 具 4 1 2

合 計 4 1 2

(2) 未経過リース料期末残高相当額

　 １年内 0百万円

　 １年超 0

　 合計 0
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７．関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありません。

　

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,175.89円

(2) １株当たり当期純利益 81.18円

　

９．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

　

10．連結配当規制適用会社に関する注記

　当社は連結配当規制の適用会社であります。

　

11．その他の注記

　該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成23年２月15日　

　三 菱 鉛 筆 株 式 会 社 　

　 取締役会　御中 　

　 有 限 責 任 　 あ ず さ 監 査 法 人 　

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 落 合 　 操 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 植 草 　 寛 

　

　

　　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、三菱鉛筆株式会社の平成22年１月１日か

ら平成22年12月31日までの第136期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属

明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に

対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な

保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書

の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本　

　 監　査　報　告　書 　

　　当監査役会は、平成22年１月１日から平成22年12月31日までの第136期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、

本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容　

　監査役会は、当事業年度の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査

の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び使

用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取

締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及

び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の

職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の

業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び

第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備

されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。事業報

告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取

組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につい

て検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通

及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の

方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いた

しました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正

に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）

を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づ

き、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしま

した。
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　２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく

示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重

大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘す

べき事項は認められません。

四　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の

在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事

業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当

該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を害するものではな

く、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めま

す。

　

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

　

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

　

　

　 平成23年２月16日 　

　 三菱鉛筆株式会社　監査役会 　

　

　
常勤監査役 安 藤 陽 一 

常勤監査役 小 倉 紀 郎 

社外監査役 津 村 和 孝 

社外監査役 松 本 　 傳 

　

以　上
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株主総会参考書類
　

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたく存じます。

１．期末配当に関する事項

　　　第136期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案

いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

　　(1) 配当財産の種類

　　　　　　金銭

　　(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　　　　当社普通株式１株につき14円

　　　　　　なお、この場合の配当総額は、438,746,840円となります。

　　(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　　　平成23年３月31日

２．その他の剰余金処分に関する事項

　　　内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を

図るために、以下のとおりといたしたいと存じます。　

　(1) 減少する剰余金の項目とその額

　　　　　　繰越利益剰余金　1,500,000,000円

　　(2) 増加する剰余金の項目とその額

　　　　別途積立金　　　1,500,000,000円

　　

第２号議案　取締役10名選任の件

　取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、取締役10名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生　年　月　日)

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１

すはら 　 えいいちろう

数 　 原 　 英 一 郎

（昭和23年７月19日生）

昭和49年８月　当社入社

昭和55年３月　当社取締役

昭和57年３月　当社常務取締役

昭和60年３月　当社取締役副社長

昭和62年３月　当社代表取締役社長（現任）

［重要な兼職の状況］

山形三菱鉛筆精工株式会社 代表取締役社長

MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役

137,325株

２

すはら 　 てつろう

数 　 原 　 徹 　 郎

（昭和26年11月９日生）

平成３年３月　当社入社

平成３年４月　当社生産担当常務付部長

平成４年４月　当社営業担当付部長

平成５年３月　当社取締役商品企画担当

平成７年３月　当社常務取締役商品企画担当

平成７年４月　当社常務取締役営業本部長

平成10年４月　当社常務取締役環境推進担当

平成12年４月　当社常務取締役国内事業担当兼環境

推進担当

平成15年４月　当社常務取締役財務担当兼海外事業

担当兼広報担当兼関係会社担当

平成17年３月　当社常務取締役財務担当兼商品開発

担当兼広報担当兼関係会社担当

平成20年１月　当社専務取締役（現任）　

64,556株

３

もとやま 　 ゆきとし

本 　 山 　 幸 　 利

（昭和21年６月12日生）

昭和45年４月　当社入社

平成７年４月　当社関連企業担当部長

平成11年４月　当社資材部長

平成12年３月　当社取締役資材部長

平成12年４月　当社取締役生産副本部長兼生産管理

室長

平成13年３月　当社取締役生産本部長兼全社品質担

当

平成15年４月　当社取締役生産担当兼全社品質担当

平成17年３月　当社常務取締役生産担当（現任）

7,300株
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候補者
番 号

氏 名
(生　年　月　日)

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

４

なかむら 　 ふみとし

中 　 村 　 文 　 俊

（昭和25年３月25日生）

昭和48年４月　当社入社

平成15年７月　当社生産統括部長兼横浜事業所長

平成17年３月　当社取締役全社品質担当兼環境推進

担当

平成20年１月　当社取締役人事・総務担当兼コンプ

ライアンス担当兼年金担当

平成22年３月　当社常務取締役人事・総務担当兼コ

ンプライアンス担当兼年金担当兼全

社品質担当（現任）　

5,100株

５

よこいし 　 ひろし

横 　 石 　 　 　 浩

（昭和34年４月17日生）

昭和60年10月　当社入社

平成10年４月　当社海外事業部長

平成13年３月　当社取締役海外事業部長

平成17年４月　当社取締役海外営業部長（現任）

4,600株

６

ねもと 　 かずお

根 　 本 　 和 　 夫

（昭和26年９月19日生）

昭和50年４月　当社入社

平成10年４月　当社営業部長

平成14年３月　三菱鉛筆東京販売株式会社取締役

平成14年９月　同社代表取締役社長

平成15年３月　当社取締役

平成21年８月　当社取締役国内営業部長（現任）

2,900株

７

さくらい 　 きよかず

桜 　 井 　 清 　 和

（昭和30年４月18日生）

昭和55年４月　当社入社

平成12年４月　当社技術企画室長

平成14年４月　当社群馬研究開発センター付部長

平成18年３月　当社取締役技術担当

平成20年３月　当社取締役技術担当兼工業所有権担

当兼化粧品事業担当（現任）

1,500株

８

ながさわ 　 のぶゆき

永 　 澤 　 宣 　 之

（昭和32年４月３日生）

昭和55年４月　当社入社

平成13年４月　当社海外事業部付部長

平成15年４月　当社経理部長

平成18年３月　当社取締役経理部長

平成20年１月　当社取締役財務・法務・システム担

当

平成22年４月　当社取締役財務・法務・システム担

当兼内部統制担当（現任）

7,200株
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候補者
番 号

氏 名
(生　年　月　日)

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

９

ふかい 　 あきら

深 　 井 　 　 　 明

（昭和34年１月３日生）

昭和56年４月　当社入社

平成17年４月　当社生産技術部長

平成20年４月　当社生産統括部長兼横浜事業所長

平成21年３月　当社取締役生産統括部長兼横浜事業

所長

平成22年４月　当社取締役生産統括部長（現任）

1,300株

10

やはぎ 　 つねお

矢 　 作 　 恒 　 雄

（昭和17年２月27日生）

昭和40年４月　三菱商事株式会社入社

昭和47年８月　冨士ダイス株式会社取締役

昭和57年４月　慶應義塾大学大学院経営管理研究科

助教授

平成２年４月　慶應義塾大学大学院経営管理研究科

教授

平成３年４月　財団法人企業経営研究所所長

平成７年10月　慶應義塾大学大学院経営管理研究科

委員長

平成９年５月　慶應義塾常任理事

平成10年１月　慶應義塾ニューヨーク学院理事長

平成14年３月　当社取締役（現任）

［重要な兼職の状況］

慶應義塾大学 名誉教授

尚美学園大学大学院 教授

スルガ銀行株式会社 社外取締役

－

　　(注)１．取締役候補者数原英一郎氏は山形三菱鉛筆精工株式会社の代表取締役社長を兼職しております。

当社は同社から当社仕様製品の仕入取引を行うとともに、当社は同社の債務保証並びに同社に

対して不動産の賃貸をしております。

２．取締役候補者数原英一郎氏はMITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO.,LTD.の代表取締役を兼職してお

ります。当社は同社に対して資金の貸付けを行うとともに、同社から当社仕様製品の仕入取引

をしております。

３．１.及び２.に記載した以外の各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

４．取締役候補者矢作恒雄氏は社外取締役候補者であります。なお、社外取締役候補者に関する記

載事項は次のとおりです。

　(1)矢作恒雄氏は、経営政策・経営戦略の専門家であり、当社の取締役会で審議する各種案件に対

しても積極的な助言をいただいており、当社の適正運営に不可欠な存在であることから社外取

締役候補者とするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の

時をもって９年間となります。

　(2)当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する旨の責任限定契

約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は５百万円又は法令が定める

限度額のいずれか高い額であります。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記

責任限定契約を継続する予定であります。
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第1号議案(剰余金処分)、第2号議案(取締役選任)、第3号議案(監査役選任)、第4号議案(報酬限度額改定)

－ 49 －

　(3)当社は、同氏について、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有している

と判断しており、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届

け出ております。

　

第３号議案　監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって監査役安藤陽一氏が任期満了となります。つきましては、

監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては監査役

会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

あんどう 　 よういち

安 　 藤 　 陽 　 一

（昭和22年２月21日生）

昭和47年４月　当社入社

平成９年４月　当社横浜研究開発センター所長

平成14年３月　当社理事　横浜研究開発センター所長

平成17年４月　当社理事　群馬研究開発センター所長

平成19年３月　当社常勤監査役（現任）

3,500株

（注）監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　

第４号議案　取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

　当社の取締役及び監査役の報酬限度額については、平成20年３月27日開催の第133回

定時株主総会において、一事業年度当たりの金銭報酬に関する支給限度額を取締役の

報酬等の額として400百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内）、監査役の報

酬等の額として60百万円以内とご承認いただき現在に至っておりますが、今後の多様

な人材登用への備え及び監査体制の一層の充実を図るため、その他諸般の事情を考慮

し、一事業年度当たりの金銭報酬に関する支給限度額を、取締役の報酬等の額として

500百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内）、監査役の報酬等の額として70

百万円以内といたしたく存じます。

　なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は

含まないものといたしたいと存じます。

　また、現在の取締役の員数は10名（うち社外取締役１名）、監査役の員数は４名で

すが、第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合、員数の変動はあ

りません。

以上　
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案内略図

株主総会会場ご案内略図
　

品川区立総合区民会館（きゅりあん）７階イベントホール

東京都品川区東大井五丁目18番１号

電話　０３（５４７９）４１００

　

至
品
川

京
浜
東
北
線

東急大井町線

大井町駅

イトーヨーカドー

JR東口

大
井
町
駅

ＬＡＢＩ
生活館

至
川
崎至

大
森

池
上
通
り

三
菱
鉛
筆

ゴ
ル
フ
練
習
場品
川郵
便
局

〒

品川区立総合
区民会館（きゅりあん）
株主総会会場

至青物横丁

N

りんかい線 
 Ａ1出口 

JR中央口
(アトレ側)

Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｉ

デ
ジ
タ
ル
館



交通　　JR京浜東北線大井町駅中央口（アトレ側）、りんかい線大

井町駅Ａ１出口又は東急大井町線大井町駅から徒歩２～３

分

会場地下に駐車場（有料）がありますが、混雑が予想され

ますので、なるべく電車・バスをご利用願います。




